
福山市社会福祉協議会役員等の報酬等規程 

 

平成３１年３月２１日規程第３号 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人福山市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の定

款第１０条及び第２５条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役

員等」という。）の報酬等の支給の基準並びに支給方法について定めるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第２条 役員等にはその勤務形態に応じ、次の報酬等を支給する。 

（１）常勤役員等（週５日勤務する者）報酬 

（２）非常勤役員等（常勤以外の者）報酬 

 

（役員等の報酬の額の算定方法） 

第３条 役員等に対する報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ定める額とする。 

（１）常勤役員等の報酬（本会職員を兼ね、職員給与を支給している常勤役員等の報

酬） 別表１に定める額 

（２）非常勤役員等の報酬 別表２に定める額 

 

（旅費の支給） 

第４条 役員等が公務のための出張をしたときは、職員の旅費に関する細則に基づき旅費

を支給する。 

 

（報酬及び旅費の支給方法） 

第５条 役員等に対する報酬等の支給の時期は、次のとおりとする。 

（１）常勤役員等に対する報酬及び役員等に対する旅費は、毎月１６日に支給する。ただ

し、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に

もっとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。 

（２）非常勤役員等に対する報酬は、毎月１５日に支給する。ただし、その日が休日、日

曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い休日、日

曜日又は土曜日でない日を支給日とする。 

２ 報酬及び旅費は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の

金融機関口座に振り込むことができる。 

３ 報酬及び旅費は、法令の定めるところにより第３条に定める金額から控除すべき金額

（源泉所得税等）を控除して支給する。 

 

（報酬の日割り計算） 

第６条 新たに役員等（月額報酬を支給している者に限る。以下、この条において同



じ。）に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２ 役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。 

３ 月の途中において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額に

ついてはその月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日

割りによって計算する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、役員等が死亡により退任した場合には、当該月の月末ま

での報酬を支給する。 

 

（端数の処理） 

第７条 前条の規定により算出した金額に１０円未満の端数が生じたときは、１０円未満

を切りあげ、端数処理を行う。 

 

（公 表） 

第８条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬

等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改 廃） 

第９条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

附 則（平成３１年３月２１日規程第３号） 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 福山市社会福祉協議会役員・評議員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程

は、廃止する。 

 

 

別表１（職員給与との併給する常勤役員等の報酬） 

役職名 報酬の額 

常務理事 月額  ４５，０００円 

 

別表２（非常勤役員等の報酬） 

（１）会長、副会長 

役職名 報酬の額 

会長 月額 １５０，０００円 

副会長 月額  １５，０００円 

 

（２）評議員 

区  分 日  額 

評議員会への出席 日額  ４，０００円 

その他、研修会等への出席 日額  ４，０００円 



（３）理事 

区  分 日  額 

理事会への出席 日額  ４，０００円 

その他、研修会等への出席 日額  ４，０００円 

 

(４)監事 

区  分 日  額 

理事会及び監事監査等への出席 日額  ４，０００円 

その他、研修会等への出席 日額  ４，０００円 

 


